
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

第５回標茶町農業委員会総会会議録 

 

                       開催年月日 平成２９年１０月２５日（水曜日）                

開催場所  標 茶 町 役 場 議 場 

○議 事 日 程      

第 １ 会議録署名委員の指名について        

第 ２ 会期決定について 

第 ３ 会務報告 

第 ４ 報告第 ９号 農用地の賃貸借に係る合意解約について            ２件 

第 ５ 報告第１０号 農用地利用関係調整・あっせん申出に係る 

あっせん委員の指名について                １３件 

 第 ６ 報告第１１号 農用地譲渡申出に係るあっせん結果について          ６件 

第 ７ 報告第１２号 農用地賃貸借申出に係るあっせん結果について         ２件 

 第 ８ 議案第１５号 農業振興地域整備計画の変更について             １件

第 ９ 議案第１６号 農地法第３条の規定による許可申請について          １件

第１０ 議案第１７号 農用地の買入協議に係る要請について             １件

第１１ 議案第１８号 農用地利用集積計画の作成の要請について          ２５件 

  

 

 

○出席委員（１６名） 

    １番 澁谷  洋 君   ２番 高松 俊男 君   ３番 髙原 文男 君 

４番 橘  澄子 君   ５番 嶋中  勝 君   ６番 甲斐やす子 君 

７番 森田 享子 君   ８番 大泉 義明 君   ９番 渡邊 裕義 君 

１０番 平間  清 君  １１番 類瀬 正幸 君  １２番 熊谷 英二 君 

１３番 津野  斉 君  １４番 笛木 眞一 君  １５番 髙橋 政寿 君 

１６番 佐瀨日出夫 君 

 

○議事参与の制限を受けた委員（ ４名） 

    ●番 ●● ●● 君   ●番 ●● ●● 君  ●●番 ●●  ● 君 

   ●●番 ●●  ● 君 

 

○欠席委員（ ０名） 

       

     

○その他出席者 

事務局長 相撲 浩信 君         振興係長 若松  務 君         

主  任 高橋  望 君         主  事 湊谷 省吾 君 
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（会長 君、議長席に着く。） 

 

◎開会の宣告 

 只今から第５回標茶町農業委員会総会を開会致します。 

只今の出席委員は１６名、欠席０名であります。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による定足数に達しておりますので、

本総会は成立致しました。 

                                 （午前１０時１１分開会） 

 

◎開会の宣告 

 直ちに会議を開きます。 

  

     ◎会議録署名委員の指名 

 日程第１。会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、会議規則第８２条の規定により、 

       ８番・大泉君   ９番・渡邊君  

を指名致します。 

 

◎会期の決定について 

 日程第２。会期決定を議題と致します。 

 第５回標茶町農業委員会総会の会期は本日１日限りと致したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、本総会の会期は本日１日と決定致しました。 

 

◎会務報告 

） 日程第３。会務報告を行います。 

 会務報告は印刷配布のとおりであります。 

 

◎報告第９号 

 日程第４。報告第９号、農用地の賃貸借に係る合意解約について、内容 

２件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号２まで、内容２件について審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号２まで内容２件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 
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 報告第９号について説明させていただきます。 

農用地の賃貸借に係る合意解約について、農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知が

あったので報告するものであります。 

合意解約の通知があった土地の表示、別紙のとおり２件であります。 

番号１。 

 賃貸人、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●● ●●● ●

● ●さん。 

 賃借人、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字上多和６９－３。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積、２，９１１㎡外１１筆、合計の面積は２４６，７０９㎡です。 

 設定内容は、賃貸借。 

 契約年月日は、平成２５年４月１日。 

 契約期間は、平成２５年４月１日から平成３０年１月３１日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日は、平成２９年１０月２日であります。 

 なお、番号２につきまして、賃貸人、賃借人、設定内容、賃貸借の解約が合意された年月日が番

号１と同じでありますので説明を省略させていただきます。 

 番号２。 

 土地の表示、字上多和２２－３。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３７，７２８㎡外１５筆、合計の面積が１７５，６５５．４０㎡です。 

 契約年月日は、平成２６年１２月３０日。 

 契約期間は、平成２６年１２月３０日から平成３１年１０月３０日までです。 

 以上です。 

から番号２まで、内容２件について事務局の説明を

終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、報告第９号、内容２件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第１０号 

 日程第５。報告第１０号、農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあ

っせん委員の指名について、内容１３件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号１３まで、内容１３件について審議の都合上一括議題に供したいと思います。 



4 

 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号１３まで、内容１３件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 報告第１０号について説明させていただきます。 

 農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあっせん委員の指名について、農用地利用関係調整・

あっせん申出に係るあっせん委員を次のとおり指名したので報告するものであります。 

 指名したあっせん委員については、別紙のとおり１３件となっております。 

 番号１。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●● ●

●● ●● ●さん。 

 申出面積、４７．１ｈａ。 

 指名年月日、平成２９年９月１９日。 

 申出の種類、売買。 

 指名あっせん委員、笛木委員、澁谷委員、熊谷委員、橘委員。 

 なお、番号２から番号１１まで、あっせん申出者、番号２から番号８まで、申出の種類、指名年

月日、指名あっせん委員が番号１と同じでありますので説明を省略させていただきます。 

 番号２。 

 申出面積、６４．１ｈａ。 

 番号３。 

 申出面積、５３．４ｈａ。 

 番号４。 

 申出面積、８．０ｈａ。 

 番号５。 

 申出面積、０．３ｈａ。 

 番号６。 

 申出面積、７７．７ｈａ。 

 番号７。 

 申出面積、８４．４ｈａ。 

 番号８。 

 申出面積、６２．５ｈａ。 

 番号９。 

 申出面積、２９．７ｈａ。 

 指名年月日、平成２９年９月２１日。 

 申出の種類、賃貸借。 

 指名あっせん委員、嶋中委員、森田委員、渡邊委員、熊谷委員。 

 番号１０。 

 申出面積、２４．７ｈａ。 

 指名年月日、平成２９年９月２６日。 
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 申出の種類、賃貸借。 

 指名あっせん委員、髙原委員、大泉委員、笛木委員。 

 番号１１。 

 申出面積、１７．６ｈａ。 

 指名年月日、平成２９年９月２６日。 

 申出の種類、賃貸借。 

 指名あっせん委員、髙原委員、大泉委員、笛木委員。 

 番号１２。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出面積、５３．９ｈａ。 

 指名年月日、平成２９年１０月６日。 

 申出の種類、売買。 

 指名あっせん委員、髙原委員、大泉委員、笛木委員、森田委員。 

 番号１３。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出面積、５３．０ｈａ。 

 指名年月日、平成２９年１０月１０日。 

 申出の種類、売買。 

 指名あっせん委員、髙原委員、大泉委員、笛木委員、渡邊委員。 

 以上です。 

から番号１３まで内容１３件について事務局の説明

を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、報告第１０号、内容１３件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第１１号 

 日程第６。報告第１１号、農用地譲渡申出に係るあっせん結果について、

内容６件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

なお、●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になってお

りますので、除斥を求めます。 

                                   （●●●●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 
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報告第１１号についてご説明させていただきます。 

農用地譲渡申出に係るあっせん結果について次のとおり報告するものであります。 

別紙のとおり６件となっております。 

 番号１。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、鈴木委員。 

 あっせん委員、山本委員、笛木委員。 

 報告年月日、平成２９年５月２日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 当該あっせん案件は、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせん委員会を開

催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農用地の利用関

係の調整をした結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要請を行うこととな

りましたので、報告致します。 

 土地の所在、字虹別４３９－１。 

 現況地目、畑。 

面積、１５７，９８３㎡外９筆、合計面積は４９８，５９５㎡。 

価格、３４，２９３，０００円。 

一時貸付予定者、●●●●さんとなっております。 

 なお、番号１につきましては、あっせん委員である笛木委員より報告をお願い致します。 

 １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木。 

 報告第１１号、番号１について報告致します。 

平成２９年４月２０日に、あっせん委員の指名があり、４月２８日に鈴木委員、山本委員と、私、

事務局より相撲局長、湊谷主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員長に互選されまし

た鈴木委員より、●●●●さんに価格を提示したところ、譲渡の承認を得ましたので、５月２日に

萩野集会所において、第２回あっせん委員会を開催し、譲受希望者を調整したところ、●●●●さ

んに決定致しました。 

譲渡人より、公益財団法人 北海道農業公社による、農地保有合理化事業の実施の要望がありま

したので、町に対し買入協議の要請を行うものです。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、１４番・笛木君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については報告のとおり承認されました。 
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                                   （●●●●君復席） 

 お諮り致します。 

 番号２から番号３まで、内容２件について審議の都合上一括議題と致します。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２から番号３まで、内容２件を一括議題と致します。 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

                                   （●● ●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号２についてご説明致します。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、髙橋委員。 

 あっせん委員、澁谷委員、高松委員。 

 報告年月日、平成２９年９月２６日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字西標茶１７－２。 

 現況地目、採放地。 

面積、１，８５３㎡外１５筆、合計面積は７４，２２１．６０㎡となっております。 

価格、６８４，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●さん。 

予定資金関係、自己資金。 

続いて、番号３。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、髙橋委員。 

 あっせん委員、澁谷委員、高松委員。 

 報告年月日、平成２９年９月２６日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字西標茶３９－２４。 

 現況地目、施設用地。 

面積、８７３．３１㎡。 

価格、５，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●●●● ●●● ●●●●さん。 

予定資金関係、自己資金。 

 番号２、番号３につきましては、あっせん委員長である髙橋委員より報告をお願い致します。 

 １５番・髙橋君。 

○１５番（髙橋政寿君） １５番・髙橋です。 

 報告第１１号、番号２、番号３について報告致します。 

平成２９年９月１１日に、あっせん委員の指名があり、９月１５日に澁谷委員、高松委員、私、
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事務局より相撲局長、湊谷主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員長に互選されまし

た私より、●●●●さんに価格を提示したところ、譲渡の承認を得ましたので、９月２６日に役場

中会議室におきまして、第２回あっせん委員会を開催し、譲受希望者を調整したところ、●●●●

●●さんに決定致しました。 

内容につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号２から番号３まで、内容２件について事務局の説明、

並びににあっせんにあたられました、１５番・高橋君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２から番号３まで、内容２件については報告のとおり承認されました。 

                                   （●● ●君復席） 

 続いて番号４を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号４について説明させていただきます。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●●

● ●●● ●● ●さん。 

 あっせん委員長、嶋中委員。 

 あっせん委員、森田委員、渡邊委員、熊谷委員。 

 報告年月日、平成２９年１０月６日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字熊牛原野１６線東２２－１。 

 現況地目、畑。 

面積、２３，４８５㎡外１５筆、合計面積は２９０，９１６㎡。 

価格、８，８６２，０００円。 

譲受人氏名、●● ●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字多和４７６－１。 

 現況地目、畑。 

面積、１０６，７８７㎡外２８筆、合計面積は７５９，２７７㎡。 

価格、２１，８１５，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字熊牛原野１５線東１０－５。 



9 

 

 現況地目、採放地。 

面積、１，６１１㎡外６筆、合計面積は５１，６８４㎡。 

価格、１，７８１，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字熊牛原野１３線東１６－１。 

 現況地目、畑。 

面積、２５，９１０㎡外５筆、合計面積は５７，３３９㎡。 

価格、２，９９９，０００円。 

譲受人氏名、● ●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字熊牛原野３８－１。 

 現況地目、採放地。 

面積、１１，７４２㎡外５筆、合計面積は９５，１５２㎡。 

価格、３，７３８，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字上多和２７－１。 

 現況地目、畑。 

面積、２７，７９５㎡外１１筆、合計面積は１６２，１６８㎡。 

価格、６，０７０，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字上多和４４－４。 

 現況地目、畑。 

面積、４８，９４６㎡外５筆、合計面積は２５４，３７７㎡。 

価格、５，６１８，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字上多和７８－３。 

 現況地目、畑。 

面積、１８，１０７㎡外５筆、合計面積は２８１，２０９㎡。 

価格、１１，３７７，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字上多和２９－２。 

 現況地目、畑。 

面積、２，５５９㎡外２筆、合計面積は５７，４８１㎡。 

価格、２，２８１，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字熊牛原野３３－１。 
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 現況地目、採放地。 

面積、１０，５６２㎡外８筆、合計面積は４６，２５４㎡。 

価格、６９１，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字オソツベツ４７２－５。 

 現況地目、畑。 

面積、５６，５４５㎡外３８筆、合計面積は８８４，０７４．７３㎡。 

価格、２１，９５２，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

 なお、番号４につきましては、あっせん委員長である嶋中委員より報告をお願い致します。 

 ５番・嶋中君。 

○５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

 報告第１１号、番号４について報告致します。 

平成２９年９月１１日に、あっせん委員の指名があり、１０月６日に森田委員、渡邊委員、熊谷

委員と、私、事務局より相撲局長、湊谷主事で役場中会議室において、第１回あっせん委員会を開

催し、あっせん委員長に私が互選されました。 

本件は平成２５年度に、公益財団法人 北海道農業公社の取得した土地を借受け、本年度公社よ

り売渡しを受ける案件でありますので、特に調査は行っておりません。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号４について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、５番・嶋中君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号４は報告のとおり承認されました。 

 休憩いたします。 

                 休憩 午前１０時３５分 

                 再開 午前１０時３６分 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて番号５を議題と致します。 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

                                   （●● ●君退席） 

事務局より内容説明させます。 
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 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号５について説明させていただきます。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●●

● ●●● ●● ●さん。 

 あっせん委員長、笛木委員。 

 あっせん委員、澁谷委員、熊谷委員、橘委員。 

 報告年月日、平成２９年１０月１１日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字標茶７３９－１。 

 現況地目、畑。 

面積、５７，５９１㎡外２６筆、合計面積は４７１，１０３㎡。 

価格、１６，１９７，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●● ●●●●● ●● ●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字上多和６９－３。 

 現況地目、採放地。 

面積、２，９１１㎡外１１筆、合計面積は２４６，７０９㎡。 

価格、９，７８２，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字標茶７２０。 

 現況地目、畑。 

面積、１０８，６３７㎡外３６筆、合計面積は６４１，３５７㎡。 

価格、２５，８６６，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字標茶７４１。 

 現況地目、採放地。 

面積、２，１６１㎡外２５筆、合計面積は５３３，９２６㎡。 

価格、２３，３９５，０００円。 

譲受人氏名、●●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字クチョロ１９１－１。 

 現況地目、採放地。 

面積、３１，０３２㎡外３０筆、合計面積は７７７，１７９．６６㎡。 

価格、１０，３７１，０００円。 

譲受人氏名、●●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字虹別原野６２線１８１－１。 

 現況地目、畑。 

面積、７６，５４２㎡外１筆、合計面積は８０，７４１㎡。 
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価格、４，００２，０００円。 

譲受人氏名、●●●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字オソツベツ９１６－２。 

 現況地目、畑。 

面積、２，６０２㎡。 

価格、４８，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、自己資金。 

続いて、土地の所在、字阿歴内原野基線１２８－１。 

 現況地目、畑。 

面積、１５，７３６㎡外６９筆、合計面積は８４３，５４３㎡。 

価格、１０，０１８，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●●●●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

 なお、番号５につきましては、あっせん委員長である笛木委員より報告をお願い致します。 

 １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木。 

 報告第１１号、番号５について報告致します。 

平成２９年９月１９日に、あっせん委員の指名があり、１０月１１日に橘委員、澁谷委員、熊谷

委員と、私、事務局より相撲局長と、湊谷主事で役場中会議室において、第１回あっせん委員会を

開催し、あっせん委員長に私が互選されました。 

本件は平成２５年度、公益財団法人 北海道農業公社の取得した土地を借受け、本年度公社より

売渡しを受ける案件でありますので、特に調査は行っておりません。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号５について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、１４番・笛木君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号５については報告のとおり承認されました。 

                                   （●● ●君復席） 

続いて番号６を議題と致します。 

なお、●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になってお

りますので、除斥を求めます。 

                                   （●●●●君退席） 
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事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号６。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●● 

●●● ●● ●さん。 

 あっせん委員長、笛木委員。 

 あっせん委員、澁谷委員、熊谷委員、橘委員。 

 報告年月日、平成２９年１０月１１日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字オソツベツ９７６－１。 

 現況地目、採放地。 

面積、７４，２６６㎡外２０筆、合計面積は６２５，０５１㎡。 

価格、１５，８６４，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●●●●●● ●●●●● ●● ●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

 なお、番号６につきましては、あっせん委員長である笛木委員より報告をお願い致します。 

 １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木。 

 報告第１１号、番号６について、内容が番号５と同じでありますので、報告を省略させていただ

きます。 

以上で終わります。 

 以上をもって番号６について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、１４番・笛木君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号６は報告のとおり承認されました。 

                                   （●●●●君復席） 

 以上をもって、報告第１１号、内容６件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第１２号 

 日程第７。報告第１２号、農用地賃貸借申出に係るあっせん結果につい

て、内容２件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 



14 

 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

報告第１２号についてご説明させていただきます。 

農用地賃貸借申出に係るあっせん結果について、次のとおり報告するものであります。 

 別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 あっせん賃貸借申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●

● ●●● ●● ●さん。 

 あっせん委員長、大泉委員。 

 あっせん委員、髙原委員、笛木委員。 

 報告年月日、平成２９年１０月４日。 

 借受人、地番、金額等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字上多和６９－３。 

 現況地目、採放地。 

面積、２，９１１㎡外１１筆、合計面積は２４６，７０９㎡。 

年間賃借料、１９５，６４０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間につきましては、公告の日から平成３０年１月３１日までとなっております。 

続いて、土地の所在、字上多和２２－３。 

 現況地目、畑。 

面積、３７，７２８㎡外１５筆、合計面積は１７５，６５５．４０㎡。 

年間賃借料、１１０，９８０円。 

借受人氏名、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

賃貸借期間につきましては、公告の日から平成３１年１０月３０日までとなっております。 

 なお番号１につきましては、あっせん委員長であります大泉委員より、報告をお願い致します。 

 ８番・大泉君。 

○８番（大泉義明君） ８番・大泉。 

 報告第１２号、番号１について報告致します。 

平成２９年１０月４日に弥栄国際交流館において、あっせん委員会を行い、あっせん委員には笛

木委員、髙原委員と、私が指名され事務局より相撲局長、湊谷主事が出席しあっせん委員長に私が

互選されました。 

この農地は平成２５年と２６年に北海道農業公社がそれぞれ買入を実施した農地であり、●●の

●●●●さんと、北海道農業公社が賃貸契約を結び、５年後に売渡を受ける予定でしたが、●●●

●さんが諸事情により離農したため、再度あっせん委員会を行ったものです。 

借受希望者を調整したところ、●●の●●●●さんと、●●●● ●●●● ●● ●●●●さ

んに決定致しました。 

内容については、事務局説明のとおりです。 

以上報告終わります。 

○  以上をもって番号１について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、８番・大泉君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 
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 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については報告のとおり承認されました。 

続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号２について説明させていただきます。 

 あっせん賃貸借申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●

● ●●● ●● ●さん。 

 あっせん委員長、嶋中委員。 

 あっせん委員、森田委員、渡邊委員、熊谷委員。 

 報告年月日、平成２９年１０月６日。 

 借受人、地番、金額等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字栄１８４－７。 

 現況地目、畑。 

面積、１８，５８４㎡外１４筆、合計面積は２９７，３２０㎡。 

年間賃借料、２６２，０００円。 

借受人氏名、●● ●さん。 

賃貸借期間につきましては、公告の日から平成３４年８月２９日までとなっております。 

 番号２につきましては、あっせん委員長であります嶋中委員より、報告をお願い致します。 

 ５番・嶋中君。 

○５番（嶋中  勝君） ５番・嶋中。 

 報告第１２号、番号２について報告致します。 

平成２９年１０月６日に役場中会議室において、あっせん委員会を行い、あっせん委員には森田

委員、渡邊委員、熊谷委員と、私が指名され事務局より相撲局長、湊谷主事が出席しあっせん委員

長に私が互選されました。 

この農地は●●●の●●●●さんと●●●さんより、あっせんの申出があり、北海道農業公社が

買入を実施した農地であり、５年後に公社より売渡予定の●●●さんへ賃貸するものです。 

内容については、事務局説明のとおりです。 

以上報告終わります。 

○  以上をもって番号２について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、５番・嶋中君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 
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（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については報告のとおり承認されました。 

 以上をもって、報告第１２号、内容２件は報告のとおり承認されました。 

 

      ◎議案第１５号 

 日程第８。議案第１５号、農業振興地域整備計画の変更について、内容

１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君）はい。 

 議案第１５号について説明させていただきます。 

 農業振興地域整備計画の変更について、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２に

基づき、標茶町長より意見を求められた下記の件について、意見を求めるものであります。 

 意見を求められた土地の表示は、別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 区分、除外。 

 地番、字虹別原野６７線１３８番１。 

 現況地目、雑種地。 

 面積、４５，４２３㎡の内２２４．０８㎡。 

 事業計画の名称、農家住宅建設事業。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 事業開始、変更後。 

 事業の規模等、住宅１５６．７３㎡。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農家住宅を建設するものであります。 

 土地選定の理由、当該地は住宅建設地とすることにより農業経営の上で有利となり、周辺には農

用地等以外の代替地も無く、周辺農用地への影響も軽微なことからやむを得ず選定するものです。 

 番号１につきましては、調査をお願いしております笛木委員より報告をお願いしたいと思います。 

 １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木。 

 議案第１５号、番号１について報告致します。 

 ８月１４日に事務局より調査の依頼があり、８月２１日に髙原委員、大泉委員と私、事務局より

若松係長で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の１ページから３ページに記載されていますのでご覧ください。 

 この案件は、●●、●●●●さんが農家住宅を建設するため、農振農用地区域内の農地を農地以

外にすることを標茶町に申請し、その変更が妥当かどうかの意見を町より求められたものでありま

す。 

 調査の結果、住宅の建設地とすることは妥当と判断し、問題ないと思われます。 

この除外を受けようとする土地の表示及び状況、また除外しようとする面積は記載のとおり確認し

ています。 
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 除外しようとする内容及び、目的、計画についても記載のとおり確認しております。 

 当該地は、周辺には代替地もなく、周辺農用地への影響も軽微なことからやむを得ないものと判

断いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました１４番・笛木君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第１５号、内容１件は原案可決されました。 

 

      ◎議案第１６号 

 日程第９。議案第１６号、農地法第３条の規定による許可申請について

を内容１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第１６号について説明させていただきます。 

 農地法第３条の規定による許可申請について、農地法第３条の規定による農地等の権利移転（設

定）の許可申請があった下記の件について、議決を求めるものであります。 

 許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり１件となっております。 

番号１。 

 貸付人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●さん。 

 借受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野９線東１２－１の内。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、１４，５７３㎡外４１筆、合計面積は６９１，３６８㎡となっております。 

契約の種類、使用貸借（許可日から１０年間）。 

 権利移転設定の理由、貸付人は経営移譲するため、借受人は経営を引き継ぐため。 

 世帯員又は構成員、貸付人が世帯員２名、借受人は同一世帯となっております。 

 畑につきましては、貸付人の経営地が６９１，３６８㎡となっております。 

 経営の状況につきましては、省略させていただきます。 

 番号１につきまして、調査委員であります渡邊委員より報告をよろしくお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ９番・渡邊君。 

○９番（渡邊裕義君） ９番・渡邊です。 
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議案第１６号、番号１について報告致します。 

１０月２日付けで、事務局より調査依頼があり、１０月８日に私と、また今回許可申請者と同地

域ということもありまして、森田委員とで現地調査を行いました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

貸主の●●●●●さんは、後継者である●●さんに使用貸借により、経営を移譲するための今回

の申請となっております。 

家族間での移譲でありますので、●●さんが申請地を借受後、この農地すべてについて、耕作を

行い、農作業に常時従事、これまで同様な周辺農地への影響はなく、効率的に利用することが見込

めると判断致しました。 

●●さんの、耕作する農地面積６９．１ｈａとなりますので、下限面積要件は満たしております。 

これらの調査の結果から、許可については問題がないと判断致します。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました９番・渡邊君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

以上をもって、議案第１６号、内容１件については原案可決されました。 

 

◎議案第１７号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１０。議案第１７号、農用地の買入協議に係る要請について、内

容１件を議題といたします。 

なお、●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になってお

りますので、除斥を求めます。 

                                   （●●●●君退席） 

 番号１を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第１７号について説明させていただきます。 

 農用地の買入協議に係る要請について、農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づき、

所有権移転に係る利用調整申出のあった下記の農用地について、公益財団法人北海道農業公社によ

る買入が特に必要と認められるので、同法第１６条第１項の規定に基づき、標茶町長に買入協議の

要請をすることについて議決を求めるものであります。 

所有権移転に係る利用調整申出のあった農用地については、別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 
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 申出年月日、平成２９年３月２１日。 

 申出に係る農用地、土地の所在、字虹別４３９－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１５７，９８３㎡外９筆、合計面積は４９８，５９５㎡となっております。 

 以上です。 

 以上をもって番号１について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第１７号、内容１件は原案可決されました。 

                                   （●●●●君復席） 

 

      ◎議案第１８号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１１。議案第１８号、農用地利用集積計画の作成の要請について、

内容２５件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

なお、●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になってお

りますので、除斥を求めます。 

                                   （●●●●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

 議案第１８号について説明させていただきます。 

農用地利用集積計画の作成の要請について、下記の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促

進法第１５条第４項の規定により、利用権設定等促進事業の実施が必要と認められるので、標茶町

長に農用地利用集積計画の作成を要請することについて議決を求めるものであります。 

 作成を要請する農用地利用集積計画、別紙のとおり２５件であります。 

 番号１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●●●● ●●●●

● ●● ●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●● ●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ９７６－１。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積、７４，２６６㎡外２０筆、合計の面積、６２５，０５１㎡。 

 利用権設定等の種類は、所有権の移転。 
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 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権移転の時期、平成２９年１０月２７日。 

対価の支払期限、平成３０年１月３１日。 

土地の引渡時期は、対価の支払日。 

価格は、１５，８６４，０００円。 

支払方法は、指定口座振込みとなっております。 

なお、あっせん案件のため改めての調査は行っておりません。 

以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

よって、番号１については、原案可決されました。 

                                   （●●●●君復席） 

 続いて番号２を議題と致します。 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

                                   （●● ●君退席） 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

番号２。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●●

●●● ●●●●● ●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●● ●さん。 

 土地の所在、字阿歴内原野基線１２８－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１５，７３６㎡外６９筆、合計の面積が８４３，５４３㎡です。 

 利用権設定等の種類は、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権移転の時期は、平成２９年１０月２７日。 

対価の支払期限は、平成３０年２月２８日。 

 土地の引渡時期は、対価の支払日。 

価格は、１０，０１８，０００円。 
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支払方法は、指定口座振込みとなっております。 

なお、あっせん案件であるため、改めての現地調査は行っておりません。 

以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号２について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

よって、番号２については、原案可決されました。 

                                  （●● ●君復席） 

お諮り致します。 

 番号３から番号４まで、内容２件について審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３から番号４まで、内容２件を一括議題と致します。 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

                                   （●● ●君退席） 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

番号３について説明させていただきます。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●● ●●● ●

●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西標茶３９－２４。 

 地目、登記簿、宅地。 

現況、施設用地。 

 面積は、８７３．３１㎡。 

 利用権設定等の種類は、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容は、施設用地。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権移転の時期は、平成２９年１０月２７日。 

 対価の支払期限は、平成２９年１１月３０日。 

 土地の引渡時期は、対価の支払日。 

価格は、５，０００円。 

支払方法は、指定口座振込みとなっております。 
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なお、番号４について、利用権の設定等を受ける者、利用権設定等の種類、成立する法律関係、

所有権移転の時期、対価の支払期限、土地の引渡時期、支払方法が番号３と同じでありますので説

明を省略させていただきます。 

番号４。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西標茶１７－２。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、採放地。 

 面積は、１，８５３㎡外１５筆、合計の面積は７４，２２１．６０㎡です。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地及び施設用地。 

 価格は、６８４，０００円。 

なお、番号３、４についてもあっせん案件のため改めての調査は行っておりません。 

以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号３から番号４まで、内容２件について事務局の説明

を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３から番号４まで、内容２件については原案可決されました。 

                                   （●● ●君復席） 

お諮り致します。 

 番号５から番号２４まで、内容２０件について審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号５から番号２４まで、内容２０件について一括議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

番号５について説明させていただきます。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●● ●●●●●

●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●● ●さん。 

 土地の所在、字多和４７６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、１０６，７８７㎡外２８筆、合計の面積は７５９，２７７㎡。 
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 利用権設定等の種類は、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、売買。 

所有権移転の時期は、平成２９年１０月２７日。 

 対価の支払期限は、平成３０年１月３１日。 

 土地の引渡時期は、対価の支払日。 

 価格は、２１，８１５，０００円 

 支払方法は、指定口座振込となっております。 

なお、番号６から番号２４まで、利用権の設定等をする者、また番号６から番号２１まで、利用

権設定等の種類、所有権移転の時期、対価の支払期限、土地の引渡時期、支払方法が番号５と同じ

ですので説明を省略させていただきます。 

番号６。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●、●●●●●さん。 

 土地の所在、字標茶７４１。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

面積、２，１６１㎡外２５筆、合計の面積は５３３，９２６㎡です。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、売買。 

 価格は、２３，３９５，０００円 

 なお、番号７から番号２１まで、成立する法律関係が番号６と同じですので、こちらも説明を省

略させていただきます。 

番号７。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●● ●

●●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野６２線１８１－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、７６，５４２㎡外１筆、合計の面積は８０，７４１㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 価格は、４，００２，０００円 

番号８。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さ

ん。 

 土地の所在、字上多和２９－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、２，５５９㎡外２筆、合計の面積は５７，４８１㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、２，２８１，０００円となっております。 

番号９。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野３８－１。 

 地目、登記簿、牧場。 
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現況、採放地。 

面積、１１，７４２㎡外５筆、合計の面積は９５，１５２㎡。 

 利用権設定等の内容は、採放地。 

 価格は、３，７３８，０００円となっております。 

番号１０。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●

● ●さん。 

 土地の所在、字標茶７３９－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、５７，５９１㎡外２６筆、合計の面積は４７１，１０３㎡です。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、１６，１９７，０００円となっております。 

番号１１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字上多和２７－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、２７，７９５㎡外１１筆、合計の面積は１６２，１６８㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、６，０７０，０００円となっております。 

番号１２。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●、● ●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野１３線東１６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、２５，９１０㎡外５筆、合計の面積は５７，３３９㎡です。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、２，９９９，０００円であります。 

番号１３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ９１６－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、２，６０２㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 価格は、４８，０００円となっております。 

番号１４。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ４７２－５。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、５６，５４５㎡外３０筆、合計の面積は３５７，７１７．７３㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、２１，９５２，０００円となっております。 

 失礼致しました。 

 番号１４の合計の筆数ですが、３９筆であります。 
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 合計の面積が８８４，０７４．７３㎡でありました。 

 失礼しました。 

番号１５。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野３３－１。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

面積、１０，５６２㎡外８筆、合計の面積は４６，２５４㎡。 

 利用権設定等の内容は、採放地。 

 価格は、６９１，０００円となっております。 

番号１６。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字上多和４４－４。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、４８，９４６㎡外５筆、合計の面積は２５４，３７７㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、５，６１８，０００円となっております。 

番号１７。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字標茶７２０。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、１０８，６３７㎡外３６筆、合計の面積は６４１，３５７㎡となっております。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、２５，８６６，０００円となっております。 

番号１８。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●

●●●●●●●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字上多和７８－３。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積は、１８，１０７㎡外５筆、合計の面積は２８１，２０９㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、１１，３７７，０００円となっております。 

番号１９。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野１６線東２２－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、２３，４８５㎡外１５筆、合計の面積は２９０，９１６㎡です。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、８，８６２，０００円となっております。 

番号２０。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野１５線東１０－５。 
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 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

面積、１，６１１㎡外６筆、合計の面積は５１，６８４㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、１，７８１，０００円となっております。 

番号２１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●さん。 

 土地の所在、字クチョロ１９１－１。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

面積、３１，０３２㎡外３０筆、合計の面積は７７７，１７９．６６㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、１０，３７１，０００円となっております。 

番号２２。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●

●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字上多和２２－３。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、３７，７２８㎡外１５筆、合計の面積は１７５，６５５．４０㎡。 

利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間は、平成２９年１０月２７日から平成３１年１０月３０日まで。 

 土地の引渡時期は、平成２９年１０月２７日。 

 金額は、年間１１０，９８０円。 

支払方法は、毎年１２月１０日までに指定口座振込みとなっております。。 

なお、番号２３、２４については、利用権設定等の種類、成立する法律関係、土地の引渡時期、

支払方法が番号２２と同じですので説明を省略させていただきます。 

番号２３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字上多和６９－３。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

面積、２，９１１㎡外１１筆、合計の面積は２４６，７０９㎡。 

利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 利用権の期間は、平成２９年１０月２７日から平成３０年１月３１日まで。 

 金額は、年間１９５，６４０円となっております。。 

番号２４。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

 土地の所在、字栄１８４－７。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、１８，５８４㎡外１４筆、合計の面積は２９７，３２０㎡。 
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利用権設定等の内容は、普通畑。 

 利用権の期間、平成２９年１０月２７日から平成３４年８月２９日まで。 

 金額は、年間２６２，０００円となっております。 

 なお、番号５から番号２４まで、すべてあっせん案件のため、改めての現地調査は行っておりま

せん。 

以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号５から番号２４まで、内容２０件について事務局の

説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号５から番号２４まで、内容２０件については原案可決されました。 

 続いて番号２５を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

番号２５について説明させていただきます。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野１２線西９－１。 

 地目、登記簿、原野。 

 現況、畑。 

面積は、１９，０８５㎡です。 

 利用権設定等の種類は、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 

利用権の期間は、平成２９年１０月２７日から平成３２年１０月２６日まで。 

 土地の引渡時期は、平成２９年１０月２７日。 

 金額は、年間６１，０００円。 

 支払方法は、毎年８月末日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、番号２５につきましては、森田委員に現地調査を依頼しておりますので、報告をお願い致

します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ７番・森田君。 

○７番（森田享子君） ７番・森田です。 

 議案第１８号、番号２５について報告致します。 

 １０月１０日付けで事務局より調査依頼がありまして、１０月１３日に現地調査に行ってまいり

ました。 
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 利用権設定等の農地については、新規の賃貸借契約であり、記載のとおり確認しております。 

 貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けるものです。 

 借主の●● ●さんは、農地を借受け粗飼料の確保を図るということでした。 

 この賃貸借契約については、借受者は認定農業者となっており、農用地の全てを効率的に利用し

て、耕作を行い、農作業に常時従事すると認められます。 

 従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断しました。 

 詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号２５について事務局の説明、並びに現地調査にあた

られました７番・森田君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２５については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第１８号、内容２５件は原案可決されました。 

 

    ◎閉議の宣告 

 これをもちまして、第５回標茶町農業委員会総会に付議されました案件

の審議は、全部終了致しました。 

 

◎閉会の宣告 

 第５回標茶町農業委員会総会を閉会致します。 

 どうもご苦労さまでございました。 

 

（午前１１時３０分閉会） 

 

 


